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都道府県公害審査会の動き 
（令和４年７月～９月） 

公害等調整委員会事務局 

１．受付事件の状況 

事件の表示 事 件 名 受付年月日 

栃木県 特別養護老人ホーム空調設備からの 
R４.９.15 

令和４年(調)第１号事件 騒音防止等請求事件 

群馬県 動物のふん尿の野積みによる 
R４.７.20 

令和４年(調)第１号事件 水質汚濁被害防止及び損害賠償請求事件 

埼玉県 
R４.８.３ 

令和４年(調)第１号事件 建築工事による騒音被害防止等請求事件 

東京都 
R４.９.16 

令和４年(調)第２号事件 飲食店室外機からの騒音防止及び損害賠償請求事件 

東京都 
R４.９.21 

令和４年(調)第３号事件 飲食店からの騒音防止請求事件 

愛知県 
R４.７.28 

令和４年(調)第１号事件 鉄塔建替工事による振動被害防止請求事件 

愛知県 
R４.８.16 

令和４年(調)第２号事件 換気設備室外機からの騒音被害防止請求事件 

大阪府 
R４.７.４ 

令和４年(調)第４号事件 飲食店悪臭被害防止請求事件 

大阪府 

令和４年(調)第５号事件 自動車専用道路供用に伴う騒音等被害防止請求事件 
R４.７.14 

（大阪府平成６年 

（調）第５号事件への参加） 

大阪府 
R４.８.４ 

令和４年(調)第６号事件 介護保険施設騒音被害防止請求事件 

大阪府 
R４.９.20 

令和４年(調)第７号事件 石綿粉じん被害防止請求事件 

広島県 
R４.７.11 

令和４年(調)第１号事件 鉄道騒音被害防止請求事件 
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２．終結事件の概要 

事件の表示 申請人 被申請人 請求の概要 終結の概要  

神奈川県 

令和４年(調) 

第２号事件 

[隣接コインパー

キングからの騒

音等防止請求事

件]

神奈川県 

住民１人 

駐車場 

管理会社 

令和４年６月13日受付 

駐車場内での禁止事項である
アイドリングや喫煙行為、深
夜早朝における無遠慮のドア
の開け閉め音、利用者の談笑
等による行為により、早朝深
夜の睡眠の妨げ、日中のテレ
ワーク業務の妨げ、喫煙によ
る自宅内の匂いや汚れ、また
自ら違反者に注意することの
報復の恐れ、管理会社や警察
への通報による時間の浪費
等、管理会社や警察へ利用者
への違反行為の取り締まり及
びマナーの向上を求めたが、
利用者が不特定多数であるこ
とにより一向に改善が見られ
ないため。よって、被申請人
はコインパーキング事業では
なく月極駐車場に変更を行う
か、若しくはコインパーキン
グ事業を継続するのであれば
利用者が発する各種騒音や喫
煙による煙を避けるための自
宅境界線にフェンス等を設置
すること、そしてこれまで私
が受けた損害に対する賠償金
20万円を支払うこと。

令和４年７月22日 

調停打切り 

調停委員会は、１回
の調停期日の開催等
手続を進めたが、合
意が成立する見込み
がないと判断し、調
停を打切り、本件は
終結した。 

神奈川県 

令和４年(調) 

第３号事件  

［隣家からの低

周波音防止請求

事件］ 

神奈川県 

住民１人 

神奈川県 

住民１人 

令和４年６月14日受付 

被申請人自宅が新築され入居
した令和２年６月からヒート
ポンプユニットが稼働した。
専門家の測定によると、令和
４年１月に観測された低周波
音のピーク周波数は38.6Hz前
後であり、推定音源方向は被
申請人自宅方向となってい
る。申請人は、令和２年６月
から現在に至るまで、睡眠障
害・圧迫感・頭痛・胸痛・耳
の痛み・筋肉痛などの症状が
発症し苦痛を受けているため
本申請に至ったもの。よっ
て、被申請人は、被申請人自
宅側面に設置したヒートポン
プユニットを申請人自宅から
より遠い被申請人自宅玄関左
横の地点に移設し、移設地点

令和４年８月15日 

調停打切り 

調停委員会は、１回
の調停期日の開催等
手続を進めたが、合
意が成立する見込み
がないと判断し、調
停を打切り、本件は
終結した。 
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事件の表示 申請人 被申請人 請求の概要 終結の概要  

の横に低周波音を遮断する塀
を設置すること。 

石川県 

令和３年(調) 

第１号事件  

［公衆浴場から

の大気汚染等被

害防止請求事

件］  

石川県 

住民１人 

石川県 

住民１人 
(公衆浴場

経営者) 

令和３年12月27日受付 

⑴被申請人公衆浴場の煙突か

ら排出される煤塵が、申請人

住所地の敷地（屋根や車庫に

駐車する自家用車）に落下す

ることがあり、申請人は、そ

の都度掃除、洗浄を行ってい

る状態で、不快やストレスを

感じて生活被害が生じている

ため。⑵公衆浴場の煙突から

発生する強い臭気は、申請人

が自宅窓を開けていると部屋

に入ってくることがある。よ

って、申請人は自宅の窓を解

放できず、日常生活に制限を

受けていることで、不快やス

トレスを感じ、生活妨害を受

けているため。⑶公衆浴場の

利用者の車両が、駐車場で駐

停車中に、長時間エンジンを

切らないことがあり、その時

間が20分を超えたケースもあ

る。申請人が自宅の窓を閉め

ていても、テレビの視聴、音

楽鑑賞、読書などに支障をき

たす状態にあり、精神的、肉

体的に苦痛を受けており被害

が生じているため。よって、

⑴被申請人は、経営している

公衆浴場の煙突から排出され

る煤塵及び悪臭を低減するた

めに、ボイラーの使用燃料を

ガスや灯油、電力のいずれか

に転換すること。⑵ 被申請

人は、⑴の燃料転換までの

間、煤塵濃度が基準値以下に

保たれるように燃焼装置や煙

突の保守点検清掃管理を月1

回以上行い、記録を保存し、

Ａ市や周辺住民から閲覧の要

請があれば応じること。⑶被

申請人は、公衆浴場の駐車場

を利用する者が、駐停車中に

エンジンを停止することを記

令和４年７月15日 

申請取下げ 

調停委員会は、３回

の調停期日の開催等

手続を進めたが、申

請人は調停申請を取

り下げたため、本件

は終結した。 
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事件の表示 申請人 被申請人 請求の概要 終結の概要  

載した掲示板を浴場正面壁に

1か所以上と駐車場に2か所、

計3か所以上設置すること。 

山梨県 

令和４年(調) 

第２号事件 

[幼児・児童用施

設からの騒音被

害防止請求事件] 

山梨県 

住民１人 

山梨県 

公益財団

法人 

令和４年５月20日受付 

被申請人が運営する施設にお

いて発生する騒音により精神

的に苦痛を感じているため。

よって、被申請人は迷子や災

害等の非常事態の案内放送以

外の放送を中止すること。 

令和４年８月19日 

調停成立 

調停委員会は、２回

の調停期日の開催等

手続を進めた結果、

調停委員会の提示し

た調停案を当事者双

方が受諾し、本件は

終結した。 

三重県 

令和３年(調) 

第１号事件 

[鉄スクラップ工

場からの騒音被

害防止請求事件] 

三重県 

住民１人 

スクラッ

プ処理会

社

令和３年10月19日受付 

被申請人は、その事業活動に

より多大な金属音を発生さ

せ、申請人を含む近隣住民に

精神的苦痛を与えているた

め。。よって、被申請人は、

金属の取り扱い時に発生する

騒音の音量を下げること。 

令和４年９月16日 

調停打切り 

調停委員会は、４回

の調停期日の開催等

手続を進めたが、合

意が成立する見込み

がないと判断し、調

停を打切り、本件は

終結した。 

（注）上記の表は、原則として令和４年７月１日から令和４年９月 30 日までに各都道府県公害審査会等から当委員会に報告が

あったものを掲載しています。 
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